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第１章 有価証券・有形固定資産 Ｐ０９

２． 有形固定資産

２－１ ３級の復習

３級では、購入時と売却時の仕訳や定額法による減価償却について学習しました。

設例６ 購入時の仕訳

Ｎ商店は、Ｉ商店から 900,000円で土地を購入した。購入代価は未払であるが、購入手数料

10,000円を仲介業者に現金で支払った。当該取引の仕訳を示しなさい。

Ｎ商店の仕訳

（借方） 土 地 910,000 （貸方） 未払金 900,000

現 金 10,000

設例７ 定額法 ＋ 期中売却 ＋ 残存価額 0円

Ｉ商店は、第13期の７月１日に 600,000円で取得した機械装置を第15期の９月30日に売却し、

売却代金として 250,000円の現金を受け取った。そこで、当機械装置の減価償却費の計上を直

接法で行っていた場合と間接法で行っていた場合の売却時の仕訳を示しなさい。なお、当機械

装置（耐用年数 ４年、残存価額 0円）は、定額法によって減価償却費の計算を行っている。ま

た、Ｉ商店は 12月決算であり、当機械装置の第15期期首帳簿残高は 375,000円であった。

９ヶ月
取得原価

600,000 減価償却費 112,500円
円 期首簿価

375,000円

売却時簿価 262,500円 375,000円 － 112,500円 ＝ 262,500円

第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

期首簿価の減額
直接法の仕訳 期首 ～ 売却時までの減価償却費

（借方） （貸方）

売却代金の受取り

期首簿価の減額

間接法の仕訳 ② 期首時点の累計額の減額 ① 取得原価の減額

（借方） （貸方）

減価償却費 112,500 ③ 期首 ～ 売却時までの減価償却費

現 金 250,000 ④ 売却代金の受取り

機械売却損 12,500

⑤ ＝ ① － ② － ③ － ④
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第１章 有価証券・有形固定資産 Ｐ１０

設例８ 定額法 ＋ 期中売却 ＋ 残存価額 10％

設例７において、残存価額を取得原価の10％としていた場合の機械装置の売却仕訳を行いな

さい。なお、減価償却費の計上は間接法、減価償却累計額の第15期期首帳簿残高は 202,500円

であった。

９ヶ月
減価償却累計額 600,000円 × 0.9 ÷ ４年 × ＝ 101,250円

12ヶ月
202,500円

取得原価

600,000 減価償却費 101,250円

円 期首簿価

397,500円

売却時簿価 296,250円

残存価額 60,000円 ← 600,000円×10％

第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

期首簿価の減額

売却時の仕訳 ② 期首時点の累計額の減額 ① 取得原価の減額

（借方） 減価償却累計額 202,500 （貸方） 機械装置 600,000

減価償却費 101,250 ③ 期首 ～ 売却時までの減価償却費

現 金 250,000 ④ 売却代金の受取り

機械装置売却損 46,250

⑤ ＝ ① － ② － ③ － ④
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第１章 有価証券・有形固定資産 Ｐ１１

２－２ 定率法による減価償却

減価償却の方法には、３級で学習した定額法の他にも、定率法や生産高比例法などがありま

す。ここでは、実務上最も広く利用されている「定率法」を学習します。

定率法は文字通り、一定の償却率を利用する方法ですが、この償却率は資料に与えられるた

め、償却資産を取得した初年度は「取得原価」に、翌年度以降は「期首簿価」にこの償却率を

乗じることで、減価償却費を簡単に算定することができます。

必要に応じて月数按分
定率法による 資料に与えられる

取得年度： 取得原価 Ｘ
減価償却費 ＝ × 償却率 ×

翌年以降： 期首簿価 12ヶ月

取得年度

事業供用月

～ 会計年度末

売却年度

期首 ～ 売却月

設例９ 定率法 ＋ 期中売却

Ｉ商店は、第13期の７月１日に 600,000円で取得した機械装置を第15期の９月30日に売却し、

売却代金として 250,000円の現金を受け取った。そこで、当機械装置の減価償却費の計上を直

接法で行っていた場合と間接法で行っていた場合の売却時の仕訳を示しなさい。なお、当機械

装置（耐用年数４年）は、定率法（償却率 50％）によって減価償却費の計算を行っている。

また、Ｉ商店は12月決算であり、当機械装置の第15期期首帳簿残高は 225,000円であった。

取得原価

600,000
円 ９ヶ月

期首簿価 減価償却費 84,375円

225,000円 売却時簿価 140,625円 225,000円 － 84,375円 ＝ 140,625円

第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

期首簿価の減額
直接法の仕訳 期首 ～ 売却時までの減価償却費

（借方） 減価償却費 （貸方） 機械装置

現 金 機械装置売却益

期首簿価の減額

間接法の仕訳 期首時点の累計額の減額 取得原価の減額

（借方） （貸方）

減価償却費 84,375 機械装置売却益 109,375

現 金 250,000

定率法だと、耐用年数とか残存価額が

計算要素に入ってこないんだな
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第１章 有価証券・有形固定資産 Ｐ１２

２－３ 生産高比例法による減価償却

生産高比例法は、利用量に応じて償却費を計上する方法で、日商では、車両の減価償却費を

計算する問題が出題されます。

生産高比例法による

当年度利用量
減価償却費 ＝ 取得原価 （×0.9） ×

総利用可能量

設例１０ 生産高比例法 ＋ 期中売却

Ｉ商店は、第13期の７月１日に 600,000円で取得した車両を第15期の９月30日に売却し、売

却代金として 250,000円の現金を受け取った。そこで、当車両の減価償却費の計上を直接法で

行っていた場合と間接法で行っていた場合の売却時の仕訳を示しなさい。なお、当車両（総走

行可能距離 100,000km、残存価額 10％）は、生産高比例法によって減価償却費の計算を行って

おり、第15期の期首から売却までの９ヶ月間の走行距離は 14,000kmであった。また、Ｉ商店は

12月決算であり、当車両の第15期期首帳簿残高は 375,000円であった。

取得原価

600,000
円 ９ヶ月

期首簿価 減価償却費 75,600円

375,000円 売却時簿価 299,400円 375,000円 － 75,600円 ＝ 299,400円

第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

期首簿価の減額
直接法の仕訳 期首 ～ 売却時までの減価償却費

（借方） 減価償却費 （貸方） 車 両

現 金

車両売却損

期首簿価の減額

間接法の仕訳 期首時点の累計額の減額 取得原価の減額

（借方） 減価償却累計額 （貸方） 車 両

減価償却費 75,600 期首 ～ 売却時までの減価償却費

現 金 250,000 売却代金の受取り

車両売却損 49,400

生産高比例法の計算要素には、

月数按分がないんだなぁ
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・ 未払金は、新車両の購入原価と

旧車両の下取額との差額

・ 売却損益は、旧車両の売却時簿価と

旧車両の下取額との差額

第１章 有価証券・有形固定資産 Ｐ１３

２－４ 償却資産の買換え

２級では、車両の買換えに関する仕訳が問われます。新しい車両を購入する際に、古い車両

を下取りに出すため、買換えに際して現金支出する金額は、新車両の購入原価と旧車両の下取

価額の差額になります。ここを理解しておけば容易に仕訳を行うことができるはずです。

期首簿価の減額

買換えの仕訳 旧車両の期首累計額の減額 旧車両の取得原価を減額

（借方） 減価償却累計額 ××× （貸方） 車 両 ×××

減価償却費 ××× 未払金 ×××

車 両 ×××

車両売却損 ×××

新車両の購入原価 新車両の購入原価と

期首 ～ 売却時までの減価償却費 旧車両の下取額の差額

旧車両の売却時簿価と下取額との差額

設例１１ 償却資産の買換え ＋ 定率法

Ｉ商店は、当期の９月30日に車両の買換えを行った。新車両の購入原価は 1,000,000円、旧

車両（取得原価 600,000円、期首時点の減価償却累計額 206,250円）の下取額は 250,000円で

あった。車両の買換えにあたっての支払額は、月末に支払うことになっている。なお、減価償

却費は、償却率 25％の定率法によって計算し、間接法で記帳している。そこで、当期の車両買

換えに関する仕訳を行いなさい。Ｉ商店は12月決算である。

減価償却累計額

取得原価 206,250円

600,000
円 ９ヶ月

期首簿価 減価償却費 73,828円

393,750円 売却時簿価 319,922円 393,750円 － 73,828円 ＝ 319,922円

当期

（借方） 減価償却累計額 （貸方） 車 両

減価償却費 未払金

車 両

車両売却損
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第１章 有価証券・有形固定資産 Ｐ１４

２－５ 償却資産の除却・廃棄

固定資産が事業用途から外されたため、帳簿からも除外することを「除却」をいいます。除

却する資産に処分価値がある場合は、その処分価値を見積もって、Ｂ/Ｓの貯蔵品勘定で処理し

ます。既に、固定資産の売却を学習していますが、除却の仕訳は、売却仕訳の売却額を貯蔵品

に置き換えるだけです。除却資産に処分価値がない場合は、売却仕訳の売却額をゼロ円と考え

ればよいはずです。

期首簿価の減額

除却時の仕訳 除却資産の期首累計額の減額 除却資産の取得原価を減額

（借方） 減価償却累計額 ××× （貸方） 車 両 ×××

減価償却費 ×××

貯蔵品 ×××

車両除却損 ×××

除却資産の処分価額

期首 ～ 除却時までの減価償却費

除却資産の除却時簿価と処分価額との差額

設例１２ 償却資産の除却・廃棄 ＋ 生産高比例法

Ｉ商店は、営業活動を外部に委託することになったため、営業車（取得原価 600,000円、期

首時点の減価償却累計額 225,000円、総走行可能距離 100,000km、残存価額 10％）を当期の９

月30日に除却することにした。当車両は、当期首から売却までの９ヶ月間に 24,000kmを走行し

ており、除却時の処分価額は 50,000円と見積もられている。そこで、当期の車両除却時の仕訳

を行いなさい。なお、当車両は、生産高比例法によって減価償却費の計算を行っており、間接

法で記帳している。Ｉ商店は12月決算である。

24,000km
600,000円 × 0.9 × ＝ 129,600円

減価償却累計額 100,000km

取得原価 225,000円

600,000
円 ９ヶ月

期首簿価 減価償却費 129,600円

375,000円 売却時簿価 245,400円 375,000円 － 129,600円 ＝ 245,400円

当期

除却時の仕訳

（借方） 減価償却累計額 225,000 （貸方） 車 両 600,000

減価償却費 129,600

貯蔵品 50,000

車両除却損 195,400

廃棄した場合は、「車両廃棄損」

廃棄した場合は、ゼロ
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第１章 有価証券・有形固定資産 Ｐ１５

２－６ 償却資産の滅失

固定資産が火災や風水害などの災害によって資産価値を失うことを「滅失」といいます。滅

失した場合も、先に学習した除却や廃棄と同様の仕訳を行うことになります。

設例１３ 償却資産の滅失 ～ 保険契約のないケース

当期首に火災が発生し、営業所の建物（取得原価 2,000,000円、減価償却累計額 800,000円）

が全焼した。なお、当該建物には保険契約を付していない。

滅失時の仕訳

（借方） 減価償却累計額 800,000 （貸方） 建 物 2,000,000

設例１４ 償却資産の滅失 ～ 保険契約のあるケース

当期首に火災が発生し、営業所の建物（取得原価 2,000,000円、減価償却累計額 800,000円）

が全焼した。なお、当該建物には損害保険契約 1,500,000円を付しているため、直ちに保険会

社に保険金 1,500,000円を請求した。

受け取る保険金の金額によって、会社の損失の大きさが変わるため、建物滅失時点では、「火

災損失」勘定は用いずに、「未決算」（あるいは、「火災未決算」あるいは「保険未決算」）勘

定で処理します。

滅失時の仕訳

（借方） 減価償却累計額 800,000 （貸方） 建 物 2,000,000

保険会社に保険金を請求した時点では、保険金額が未確定なため、まだ会計上の処理は行いま

せん。保険会社から、保険金額が確定した旨の通知が届いた時点で、その保険金額を「未収金」

として計上します。

保険金請求時の仕訳

仕訳なし

保険会社から保険金の金額が確定した旨の通知を受けた場合、その金額に応じて、次のよう

な仕訳を行います。

保険会社から保険金 1,000,000円を支払う通知が来た場合の仕訳

（借方） （貸方）

保険会社から保険金 1,500,000円を支払う通知が来た場合の仕訳

（借方） （貸方）
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第１章 有価証券・有形固定資産 Ｐ１６

２－７ 建設仮勘定

建物や大型設備の建設には長期間を要します。完成して引渡されるまで、全く建設費用を支

払わないのでは、請負側の負担になるため、工事代金は複数回に分けて支払われるのが一般的

です。工事代金の一部を支払った場合に利用されるのが「建設仮勘定」です。

(1) 建物の新築工事代金 3,000,000円の 30％を手付金として、小切手を振り出して支払った。

（借方） （貸方）

(2) 建物が完成したため、残額 2,100,000円は小切手で支払い、建物の引渡しを受けた。

（借方） （貸方）

２－８ 修繕と改良

固定資産は、経年劣化するため、これを補うために企業は一定の支出を行います。会計では、

この支出額のうち、固定資産の性能を維持するための支出は「修繕費（又は修理費）」としま

すが、性能を高めたり、耐用年数を延長させるための支出は「資本的支出」として、固定資産

の価額に含めることにしています。

修繕費 ＝ 原状回復費用 → 修繕を行った期の費用

改良費 ＝ 高性能化、耐用年数延長 → 固定資産の価額に含ませる

建物について、床の改修工事を行い、工事代金 1,000,000円を小切手で支払った。なお、工

事代金のうち 70％は改良のための支出であった。

（借方） 建 物 700,000 （貸方） 当座預金 1,000,000

修繕費 300,000


